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  証券コード２４４５
平成23年６月14日

株 主 各 位  
 大 阪 市 北 区 茶 屋 町 1 9 番 1 9 号
 

 代表取締役社長  髙  宮  一  雅

第43回定時株主総会招集ご通知
拝啓　株主のみなさまには格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　このたびの東日本大震災により被災されたみなさまには、心よりお見舞い申し
あげますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申しあげます。
　さて、当社第43回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席く
ださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成23年６月28日（火曜日）
午後５時30分（営業時間終了時）までに到着するようご返送くださいますようお
願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成23年６月29日（水曜日）午前10時
２．場 所 大阪市北区茶屋町19番19号

ホテル阪急インターナショナル　６階「瑞鳥の間」
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）　

３．目 的 事 項  

　
報 告 事 項 １．第43期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）

　　事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

　  
２．第43期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）
　　計算書類報告の件

　決 議 事 項  
　第１号議案 定款一部変更の件
　第２号議案 取締役５名選任の件
　第３号議案 監査役１名選任の件

　
第４号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに役員

退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

　
第５号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の

件
以　上


　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。
　なお、事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に修正が生じ
た場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレスhttp://www.srg.jp/)
に掲載させていただきます。
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（添付書類）
　

事　 業　 報　 告

（平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで）

　

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、輸出関連の企業を中心としてや

や回復基調でありましたが、一方で財政危機や政治不安に陥った諸外国の

影響を受け、さらには平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響も

あり、株価や為替は不安定な状況で推移いたしました。

当仮設機材レンタル業界におきましては、民間建設投資の回復の遅れや

公共工事の減少等の影響により、補修工事、耐震補強工事等のメンテナン

ス工事に注力する動きが増えてまいりました。しかし、一部で新規工事の

発注が行われたものの、建設会社が建設工事のコスト削減を強めたため、

同業者間による受注価格競争はより激しくなりました。

このような状況の中で当社グループは、仮設機材の組立・解体工事を施

工する工事部門を設置し、お客様からのあらゆる要請にも対応できるサー

ビス体制を構築いたしました。これにより、従来から保有している仮設機

材及び新型の移動昇降式足場「リフトクライマー」により、マンションや

オフィスビル等の改修工事や学校、病院等の耐震補強工事において、当社

ならではの技術及びサービスの提供を行い、保有仮設機材の稼動率上昇に

努めてまいりました。

依然として、単価の厳しい状況は続いておりますが、採算を重視し受注

を選択するよう努力しております。また、平成22年９月に仮設機材の製造

及び太陽光パネル据付架台製造等を手掛けるホリー株式会社を完全子会社

化したことにより、連結売上高は増加いたしました。
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これらの結果、当連結会計年度の連結業績は、売上高が17,490,952千円

（前年同期比20.4％増）、営業利益が722,920千円（同6.5％増）、経常利

益が621,126千円（同2.2％増）となりました。また、資産除去債務会計基

準の適用に伴う影響額38,562千円を特別損失に計上したこと等により、税

金等調整前当期純利益が583,261千円（同12.8％増）となり、法人税、住民

税及び事業税、法人税等調整額、少数株主利益の合計281,231千円を差し引

きした結果、当期純利益は302,029千円（同10.5％減）となりました。

なお、当事業年度の期末配当金につきましては、上記の業績並びに経営

体質の強化と将来の収益確保のための賃貸資産等の設備投資の充実等を勘

案したうえで、株主のみなさまの日頃からのご支援にお応えするため、平

成23年５月24日開催の取締役会決議により、１株につき20円とさせていた

だきました。これにより、配当金総額は216,611,520円となりました。

　

②　設備投資の状況

当連結会計年度において実施いたしました設備投資の主なものは次のと

おりであります。

賃貸資産の購入 1,663百万円

　

③　資金調達の状況

当社は、設備資金の安定的かつ効率的調達を目的として、平成22年６月

25日に総額40億円のシンジケートローン契約を締結しております。

　

(2) 企業集団の財産及び損益の状況の推移
　 （単位：百万円）

区 分
第40期

平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで

第41期
平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで

第42期
平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで

第43期
平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで

売 上 高 15,129 15,338 14,530 17,490

経 常 利 益 1,950 1,605 607 621

当 期 純 利 益 888 513 337 302

１株当たり当期純利益 79円71銭 46円58銭 31円15銭 27円89銭

総 資 産 23,559 24,958 25,283 29,594

純 資 産 5,421 5,543 5,679 5,738

１株当たり純資産額 481円48銭 502円12銭 515円92銭 521円53銭
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況（平成23年３月31日現在）

①　親会社の状況

　該当事項はありません。

　

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 イ ワ タ 10,032千円 60.0％
和歌山県における建設用仮設機材
のレンタル

株 式 会 社 ナ ガ キ タ 10,000千円 100.0％
新潟県における建設用仮設機材の
レンタル

株 式 会 社 タ ツ ミ 10,000千円 60.0％
茨城県における建設用仮設機材の
レンタル

株 式 会 社 ヒ ラ マ ツ 10,000千円 60.0％
静岡県における建設用仮設機材の
レンタル

株式会社ＳＮビルテック 30,000千円 100.0％ 土木工事用仮設機材のレンタル

株式会社キャディアン 30,000千円 100.0％ 仮設図面の作成

株 式 会 社 青 森 ア ト ム 10,000千円 100.0％
青森県における建設用仮設機材の

レンタル

株式会社石島機材製作所 10,000千円 100.0％
土木工事・シールド工事用仮設機

材の販売及びレンタル

ホ リ ー 株 式 会 社 400,000千円 100.0％
建設用仮設機材の製造、販売及び

レンタル

ホリーコリア株式会社
3,400百万

ウォン
100.0％
(100.0％)

建設用仮設機材の製造、販売

（注）１．平成22年９月28日に、ホリー株式会社の全株式を取得し、同社及び同社の100％子会社

であるホリーコリア株式会社を連結子会社といたしました。

２．株式会社石島機材製作所、ホリー株式会社及びホリーコリア株式会社は特定子会社に

該当しております。

３．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

４．平成23年３月18日に実施された株式譲渡により、株式会社ナガキタにおける当社の議

決権の所有割合は100％となっております。

５．株式会社ナガキタは、平成23年４月１日に新建機材株式会社より事業を譲り渡け、「株

式会社新建ナガキタ」に商号変更しております。
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(4) 対処すべき課題

当社グループは、建設投資の低迷や同業他社との価格競争により厳しい環

境に置かれております。このような状況下で当社グループはここ数年、保有

機材の更新、安全機材、新型機材への投資、環境関連事業への投資、Ｍ＆Ａ

による事業領域の拡大を推進し、次の成長戦略への基盤作りを行ってまいり

ました。今後は、さらなる成長を遂げるために、以下のような取組みを行っ

てまいります。

　

①　グループ連携の強化

グループ経営資源を 大限に活かし運用するため、情報、レンタル資産、

機材センター等を一元管理、共有化することにより、グループ連携の強化

を図ってまいります。また、お客様に対しましては、グループ保有のリソ

ースを活用した総合提案を実施し、受注拡大を目指してまいります。

　

②　既存事業の収益力の強化

当社グループにメーカー機能を保有したことにより、業界内のディファ

クトスタンダードをより強固に推進し、商品戦略等において優位性を発揮

してまいります。また、受注形態の多様化による売上拡大を図る一方で、

適正価格受注の推進、グループ内の重複拠点、部門の統廃合によるコスト

削減を実施し、収益力の強化を図ります。

　

③　環境関連への多角化

社会インフラの耐震化、自然災害の予防保全等の防災関連商品、土壌改

良等の周辺環境に配慮を要する工事に対応する屋根材、高層構築物の改修

工事において省力・省コストを実現する昇降式足場、太陽光発電システム

及び太陽光パネル架台等、環境問題を広く捉えた関連商材の拡販を強化し、

コア事業とのシナジーを生みながら、環境関連への事業領域を拡大してま

いります。

　

④　復興工事への対応

当社グループは、社会インフラ整備に携わる企業として、この度の大震

災の復旧・復興活動への要請に対しては、当社グループが保有する仮設機

材を 大限に活用し、全力で取り組む所存であります。　

　

(5) 主要な事業内容（平成23年３月31日現在）

建設用仮設機材のレンタル



－ 6 －

(6) 主要な事業所（平成23年３月31日現在）

①　当社の主要な事業所

区 分 名　　称　（所　在　地）

本 社 本 社 ( 大 阪 市 北 区 )    

支 店

東 北 仙 台 (仙台市青葉区)  大 阪 ( 大 阪 市 北 区 )

東 京 (東京都中央区)  九 州 福 岡 (福岡市博多区)

名 古 屋 (名古屋市中川区)  　 　

営 業 所

盛 岡 (岩手県岩手郡滝沢村)  北 陸 (石川県かほく市)

鹿 島 (茨城県鹿嶋市)  京 滋 (滋賀県近江八幡市)

市 原 (千葉県市原市)  広 島 (広島県東広島市)

神 奈 川 (川崎市川崎区)  　 　

機材センター

青 森 東 通 (青森県下北郡東通村)  神 奈 川 愛 川 (神奈川県愛甲郡愛川町)

岩 手 盛 岡 (岩手県岩手郡滝沢村)  静 岡 吉 田 (静岡県牧之原市)

宮 城 仙 台 (宮城県黒川郡大郷町)  石 川 金 沢 (石川県かほく市)

新 潟 横 越 (新潟市江南区)  名 古 屋 瀬 戸 (愛知県瀬戸市)

茨 城 水 戸 (茨城県水戸市)  滋賀近江八幡 (滋賀県近江八幡市)

茨 城 出 島 (茨城県かすみがうら市)  大 阪 枚 方 (大阪府枚方市)

茨 城 鹿 島 (茨城県鹿嶋市)  大 阪 摂 津 (大阪府摂津市)

千 葉 大 木 戸 ( 千 葉 市 緑 区 )  大 阪 岸 和 田 (大阪府岸和田市)

千 葉 市 原 (千葉県市原市)  和 歌 山 桃 山 (和歌山県紀の川市)

埼 玉 久 喜 (埼玉県久喜市)  兵 庫 東 条 (兵庫県加東市)

神 奈 川 川 崎 (川崎市川崎区)  広 島 志 和 (広島県東広島市)

（注）１．平成22年４月１日付で、千葉大木戸センターを開設いたしました。

　

　　　②　子会社

会 社 名 本　社　所　在　地

株 式 会 社 イ ワ タ 和歌山県紀の川市

株 式 会 社 ナ ガ キ タ 新潟市江南区

株 式 会 社 タ ツ ミ 茨城県水戸市

株 式 会 社 ヒ ラ マ ツ 静岡県牧之原市

株 式 会 社 Ｓ Ｎ ビ ル テ ッ ク 東京都中央区

株 式 会 社 キ ャ デ ィ ア ン 大阪市北区

株 式 会 社 青 森 ア ト ム 青森県下北郡東通村

株 式 会 社 石 島 機 材 製 作 所 名古屋市中川区

ホ リ ー 株 式 会 社 東京都江東区

ホ リ ー コ リ ア 株 式 会 社 大韓民国
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（注）１．株式会社キャディアンは、平成22年５月７日付で大阪市北区に本店登記を移転してお

ります。

２．平成22年９月28日付で、ホリー株式会社の全株式を取得し、同社及び同社の100％子会

社であるホリーコリア株式会社を連結子会社といたしました。

３．株式会社ＳＮビルテックは、平成23年２月22日付で東京都中央区新川二丁目に本店登

記を移転しております。

４．株式会社ナガキタは、平成23年４月１日付で「株式会社新建ナガキタ」に商号変更し

ております。　

　

(7) 従業員の状況（平成23年３月31日現在）

①　企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減 数

609名 160名増

（注）１．従業員数は就業員数であります。なお、臨時従業員は、その総数が従業員数の100分の

10未満のため記載を省略しております。

２．従業員数が前連結会計年度末と比べて、160名増加しましたのは、平成22年９月28日付

でホリー株式会社及びホリーコリア株式会社を連結子会社化したためであります。

　

②　当社の従業員の状況

従 業 員 数 前事業年度末比増減数 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

335名 － 36.2歳 8.6年

（注）　従業員数は就業員数であります。なお、臨時従業員は、その総数が従業員数の100分の10

未満のため記載を省略しております。

　

(8) 主要な借入先の状況（平成23年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 2,294百万円

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 2,151

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,151

住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,879

　

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成23年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 36,000,000株

②　発行済株式の総数 11,156,000株

③　株主数 1,619名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

髙 宮 東 実 1,503千株 13.88％

有 限 会 社 タ カ ミ ヤ 1,121千株 10.36％

髙 宮 一 雅 1,053千株 9.73％

ス カ イ レ イ ン ボ ー 従 業 員 持 株 会 603千株 5.57％

髙 宮 章 好 513千株 4.74％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口) 510千株 4.72％

髙 宮 豊 治 419千株 3.87％

高 　 宮 　 千 佳 子 394千株 3.65％

株 式 会 社 ダ イ サ ン 356千株 3.29％

株 式 会 社 カ ナ モ ト 340千株 3.14％

（注）　持株比率は自己株式（325,424株）を控除して計算しております。

　

(2) 新株予約権等の状況

①　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の

状況（平成23年３月31日現在）

該当事項はありません。

　

②　当事業年度中に職務執行の対価として従業員等に対し交付した新株予約

権の状況

該当事項はありません。

　

③　その他新株予約権等の状況

該当事項はありません。



－ 9 －

(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（平成23年３月31日現在）

会社における地位 氏　　名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 髙 宮 一 雅 株式会社キャディアン代表取締役

代 表 取 締 役 副 社 長 髙 宮 章 好  

取 締 役 競 　 良 一 常務執行役員総務・経理担当

取 締 役 安 部 　 努
執行役員営業本部長　
株式会社青森アトム代表取締役

取 締 役 下 川 浩 司

有限会社下川会計事務所代表取締役

株式会社グローバル・コーポレート・コ

ンサルティング代表取締役

株式会社グローバル・ヒューマン・コミ

ュニケーションズ代表取締役

常 勤 監 査 役 山 口 一 昌  

監 査 役 梶 川 強 士 梶川公認会計士事務所代表

監 査 役 酒 谷 佳 弘
ジャパン・マネジメント・コンサルティ
ング株式会社代表取締役

（注）１．取締役下川浩司氏は、社外取締役であります。

２．監査役梶川強士氏及び監査役酒谷佳弘氏は、社外監査役であります。

３．監査役山口一昌氏は、当社の財務部に昭和56年７月から平成13年６月まで在籍し、通

算20年にわたり決算手続並びに財務諸表等の作成に従事しており、財務及び会計に関

する相当程度の知見を有しております。

４．監査役梶川強士氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関

する相当程度の知見を有しております。

５．監査役酒谷佳弘氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程

度の知見を有しております。

６．当社は、取締役下川浩司氏、監査役梶川強士氏及び監査役酒谷佳弘氏を株式会社東京

証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

７．当事業年度中の取締役及び監査役の異動は次のとおりであります。

氏 名 退 任 日 退 任 事 由

小 渕 晴 伸 平成22年６月29日 任期満了

峯 　 隆 則 平成22年６月29日 任期満了
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８．当社は執行役員制度を採用しており、平成23年３月31日現在の執行役員は、次のとお

りであります。

地 位 氏 名 担 当

常 務 執 行 役 員 競 　 良 一 総務・経理担当

執 行 役 員 安 部 　 努 営業本部長

執 行 役 員 清 水 貞 光 商品部長

執 行 役 員 川 上 和 伯 営業本部工事部長

執 行 役 員 植 田 真 吏 機材管理部長

執 行 役 員 安 田 秀 樹 経営企画室長

執 行 役 員 芦 田 道 夫 経理部長

　

②　取締役及び監査役の報酬等の総額

イ．当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 員 数 報 酬 等 の 総 額

取 締 役 7名 148,145千円

監 査 役 3 15,060

合 計 10 163,205

（注）１．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬等の総額には、平成22年６月29日開催の第42回定時株主総会終結の時を

もって退任した取締役２名の在任中の報酬等の額が含まれております。

３．取締役の報酬限度額は、平成９年６月27日開催の第29回定時株主総会において年額

250,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

４．監査役の報酬限度額は、平成６年５月18日開催の第25回定時株主総会において年額

50,000千円以内と決議いただいております。

５．報酬等の総額には、以下のものも含まれております。

・当事業年度中に役員退職慰労引当金として費用処理した役員退職慰労引当金繰入額

取　締　役　７名 18,800千円 （うち社外取締役　１名　100千円）

監　査　役　３名 900千円 （うち社外監査役　２名　200千円）

　

ロ．当事業年度に支払った退職慰労金

平成22年６月29日開催の第42回定時株主総会決議に基づき、同総会

終結の時をもって退任した取締役に対し支払った役員退職慰労金は、

以下のとおりであります。

・取締役２名に対し　23,900千円

（当金額には、上記イ．及び過年度の事業報告において役員の報酬等

の総額に含めた役員退職慰労引当金の繰入額23,900千円が含まれてお

ります。）　
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③　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他

の法人等との関係

・取締役下川浩司氏は、有限会社下川会計事務所の代表取締役及び株式

会社グローバル・コーポレート・コンサルティングの代表取締役並び

に株式会社グローバル・ヒューマン・コミュニケーションズの代表取

締役を兼職しております。なお、当社は有限会社下川会計事務所及び

株式会社グローバル・コーポレート・コンサルティング並びに株式会

社グローバル・ヒューマン・コミュニケーションズとの間には特別の

関係はありません。

・監査役梶川強士氏は、梶川公認会計士事務所の代表を兼職しておりま

す。なお、当社は梶川公認会計士事務所との間には特別の関係はあり

ません。

・監査役酒谷佳弘氏は、ジャパン・マネジメント・コンサルティング株

式会社の代表取締役を兼職しております。なお、当社はジャパン・マ

ネジメント・コンサルティング株式会社との間には特別の関係はあり

ません。

　

ロ．当事業年度における主な活動状況

a．取締役会及び監査役会への出席状況

区 分
取締役会（1 8回開催） 監査役会（1 3回開催）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取締役 下 川 浩 司 17回 94％ － －

監査役 梶 川 強 士 16 89 11回 85％

監査役 酒 谷 佳 弘 18 100 13 100

（注）　上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条の規定に基づき、

取締役会決議があったものとみなす書面決議が６回ありました。

　

b．取締役会及び監査役会における発言状況

・取締役下川浩司氏は、企業の財務・会計業務等の経営指導の豊富な

経験から公正な意見の表明を行い、取締役会の意思決定の妥当性・

適正性を確保するための助言・提言を行っております。



－ 12 －

・監査役梶川強士氏は、主に会計もしくは税務の専門的な見地から公

正な意見の表明を行い、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確

保するための助言・提言を行っております。また、監査役会におい

て、監査結果についての意見交換及び監査に関する重要事項の協議

を行っております。

・監査役酒谷佳弘氏は、主に会計監査の豊富な経験から公正な意見の

表明を行い、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため

の助言・提言を行っております。また、監査役会において、監査結

果についての意見交換及び監査に関する重要事項の協議を行ってお

ります。

　

ハ．社外役員に対する報酬等の総額

社外取締役１名　　 2,500千円

社外監査役２名　　 5,000千円

　

ニ．責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項に基づ

き、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める

低責任限度額としております。　
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(4) 会計監査人の状況

①　名称 新日本有限責任監査法人

②　報酬等の額

区 分 報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 30,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財

産上の利益の合計額
30,000

（注）　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、

当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　

③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、又は監査役会の請

求に基づいて、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とす

ることといたします。

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監

査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後

初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任

の理由を報告いたします。
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(5) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保

しつつ、株主のみなさまへの利益還元を重視し安定した配当を継続して実施

していくことを基本としております。内部留保につきましては、財務体質の

改善と将来の収益確保及び市場シェア獲得のための新型機材等への設備投資

に充ててまいりたいと考えております。

また、自己株式の取得につきましては、株主のみなさまへの一層の利益還

元と、企業環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行し、資本効率の向

上を図るために、財務状況、株価の動向等を勘案しながら適切に実施してま

いります。

これらの方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、上記の

業績並びに経営体質の強化と将来の収益確保のための賃貸資産等の設備投資

の充実等を勘案したうえで、株主のみなさまの日頃からのご支援にお応えす

るため、１株につき20円とさせていただきました。

当社は、平成18年６月29日開催の第38回定時株主総会において、会社法第

459条第１項に基づく剰余金の配当等が取締役会決議により行えるよう定款変

更を行っております。

当事業年度における剰余金の配当を取締役会が決議した内容は、以下のと

おりであります。

平成23年５月24日開催の取締役会決議による配当に関する事項

　・配当金の総額　　　　　216,611,520円

　・１株当たり配当額　　　20円

　・基準日　　　　　　　　平成23年３月31日

　・配当金の効力発生日　　平成23年６月15日
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(6) 業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制については、内部統制基本方

針及び財務報告基本方針として定めております。

　
内部統制基本方針

　
当会社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当会社の業

務の適正を確保するための体制（内部統制）を整備する。
　
１．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

(１）文書管理規程に定める保管方法、保管場所、保存期間に従い、次に定

める文書（電磁的記録を含む）を保存する。

① 株主総会議事録

② 取締役会議事録

③ 重要な会議の議事録

④ 予算統制に関するもの

⑤ 会計帳簿、会計伝票に関するもの

⑥ 官公庁および証券取引所に提出した文書の写し

⑦ 稟議書

⑧ 契約書

⑨ その他文書管理規程に定める文書

(２）取締役および監査役は、これらの文書を常時閲覧できるものとする。
　
２．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(１）リスクマネジメント基本規程により、リスクカテゴリー毎の担当部署

を定める。

(２）総務部をリスクマネジメント担当部署に定め、全体のリスクを網羅

的・総括的に管理する。

(３）内部監査室が各部門のリスクマネジメントの状況を監査し、その結果

を定期的に取締役、監査役および総務部に報告する。
　
３．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(１）取締役は全社的な目標を定め、各担当取締役・執行役員はその目標達

成のために各部門の具体的目標および権限を含めた効率的な達成方法

を定める。
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(２）月次の業績は情報システムの活用により迅速にデータ化することで、

担当取締役および取締役会に報告する。

(３）取締役会は、毎月、目標の進捗状況をレビューし、目標達成を阻害す

る要因を改善することにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務

の効率化を実現するシステムを構築する。
　
４．取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制

(１）コンプライアンス・マニュアルおよびコンプライアンス体制に関する

規程を役職員が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるため

の行動規範とする。

(２）総務部をコンプライアンス担当部署と定め、コンプライアンスの取り

組みを横断的に統括することとし、その徹底を図るため役職員教育等

を行う。

(３）内部監査室は、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は

定期的に取締役、監査役および総務部に報告する。

(４）法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段と

して、コンプライアンス・ホットラインを設置し運営する。

(５）反社会的勢力に対しては、企業行動規範およびコンプライアンス・マ

ニュアルにおいて組織としての対応方針を明確にし、一切の関係を持

たない。反社会的勢力から接触を受けたときは、直ちに所轄警察、企

業防衛連合協議会等の機関に情報を提供するとともに、暴力的な要求

や不当な要求に対しては、弁護士等を含め外部機関と連携して対処す

る。
　
５．当会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため

の体制

(１）当会社およびグループ各社における内部統制の構築を目指し、総務部

をグループ各社全体の内部統制担当部署として定めるとともに、当会

社およびグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、

指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築す

る。
　



－ 17 －

　
(２）当会社の内部監査室は、当会社およびグループ各社の内部監査を実施

し、その結果を取締役、監査役、グループ各社の社長および総務部に

報告し、総務部は必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支

援・助言を行う。
　
６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する

事項

(１）当会社の現状を勘案し、当面特定の監査役補助使用人を設置しないが、

監査役が必要と認めた場合は、使用人を監査役の補助にあたらせるこ

ととする。この場合、監査役はあらかじめ取締役に通知する。

(２）前項の使用人の監査役補助業務遂行について、取締役はその独立性に

ついて、自らも認識するとともに関係者に徹底させる。
　
７．取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への

報告に関する体制

(１）監査役に報告すべき事項を定める規程を制定し、取締役は次に定める

事項を報告する。

① 重要な会議で決議された事項

② 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

③ 毎月の経営状況として重要な事項

④ 内部監査状況

⑤ リスクマネジメントに関する重要な事項

⑥ 重大な法令・定款違反

⑦ コンプライアンス・ホットラインの通報状況および内容

(２）使用人は前項に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接報

告できるものとする。
　
８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(１）内部監査室は監査の方針、計画について監査役会と事前協議を行い、

その監査結果を定期的に報告し、監査役会と緊密に連携する。

(２）会計監査人は定期的に監査結果の報告を監査役会に行う。
　

以　上
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財務報告基本方針

　
当会社は、財務報告を正確で信頼性の高いものとするために、以下の基本方針

を制定する。
　
１．適正な会計処理の実施

(１）会計処理に係る法令および会計基準等に適合した内容の経理規程なら

びに会計関連諸規則を制定し、必要に応じてこれらを改定・整備する。

(２）役員および従業員全員がこれらを理解し遵守するよう、社内情報ネッ

トワークへの掲載等を通じ、周知徹底を図る。
　
２．内部統制の有効性の確保

(１）金融商品取引法の内部統制に関する規定に則り、財務報告の適正性を

確保するため、財務報告の信頼性に影響を与える可能性のある事象を

抽出し、これを分析・評価する。

(２）不備等の存在が判明した場合には、必要に応じて業務プロセスを修正

するなど、財務報告内部統制規程に沿って、適宜内部統制システムの

改善を行う。

(３）内部統制システムの整備・運用を進める際には、ＩＴ環境を踏まえた

うえで、これを実施する。
　
３．信頼性のある財務報告を実現するための体制

(１）内部統制の評価は、内部監査室ならびに経理部のＪ－ＳＯＸ担当者が

共同で行う。

(２）代表取締役社長および経理担当取締役が結果を承認し、適正な内部統

制報告書の提出を通じて、全社を挙げて信頼性のある財務報告を開示

する。
　

以　上
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成23年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ）  （ 負 債 の 部 ）  

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

賃 貸 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

借 地 権

の れ ん

リ ー ス 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

差 入 保 証 金

会 員 権

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

10,396,103

3,340,824

4,892,003

1,382,181

213,033

342,636

142,858

360,425

△277,860

19,198,719

16,774,709

10,894,866

1,387,785

99,359

3,715,374

501,051

10,383

165,890

818,595

395,858

94,796

4,503

323,436

1,605,414

530,916

4,754

383,945

77,149

96,954

687,621

△175,926

流 動 負 債 10,745,315

支払手形及び買掛金 2,984,201

短 期 借 入 金 971,502

１年内償還予定の社債 1,026,400

１年内返済予定の長期借入金 4,152,101

リ ー ス 債 務 125,648

未 払 法 人 税 等 227,621

繰 延 税 金 負 債 172

賞 与 引 当 金 124,007

設 備 関 係 支 払 手 形 92,349

そ の 他 1,041,309

固 定 負 債 13,110,885

社 債 1,278,000

長 期 借 入 金 9,862,394

リ ー ス 債 務 345,508

繰 延 税 金 負 債 173,543

退 職 給 付 引 当 金 395,323

役員退職慰労引当金 183,045

資 産 除 去 債 務 12,146

そ の 他 860,924

負 債 合 計 23,856,200

（ 純 資 産 の 部 ）  

株 主 資 本 5,690,176

資 本 金 679,750

資 本 剰 余 金 717,750

利 益 剰 余 金 4,463,496

自 己 株 式 △170,820

その他の包括利益累計額 △41,743

その他有価証券評価差額金 △41,537

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △5,515

為 替 換 算 調 整 勘 定 5,309

少 数 株 主 持 分 90,189

純 資 産 合 計 5,738,623

資 産 合 計 29,594,823 負 債 ・ 純 資 産 合 計 29,594,823

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで)

 （単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高     17,490,952

売 上 原 価     11,509,246

売 上 総 利 益     5,981,705

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     5,258,785

営 業 利 益     722,920

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 4,359     

受 取 配 当 金 13,805     

受 取 賃 貸 料 51,586     

賃 貸 資 産 受 入 益 50,069     

ス ク ラ ッ プ 売 却 収 入 72,186     

匿 名 組 合 投 資 利 益 36,446     

そ の 他 92,915 321,368

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 257,060     

支 払 手 数 料 53,675     

社 債 発 行 費 26,079     

そ の 他 86,346 423,162

経 常 利 益     621,126

特 別 利 益   

固 定 資 産 売 却 益 6,354     

賞 与 引 当 金 戻 入 額 11,793     

負 の の れ ん 発 生 益 3,279 21,426

特 別 損 失   

固 定 資 産 除 却 損 8,428     

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 38,562     

災 害 に よ る 損 失 12,300 59,291

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益     583,261

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税     293,524

法 人 税 等 調 整 額     △18,193

法 人 税 等 合 計     275,331

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益     307,930

少 数 株 主 利 益     5,900

当 期 純 利 益     302,029

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで）

（単位：千円）

 
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

平成22年３月31日　残高 679,750 717,750 4,378,083 △170,744 5,604,838

連結会計年度中の変動額      

剰 余 金 の 配 当   △216,615  △216,615

当 期 純 利 益   302,029  302,029

自 己 株 式 の 取 得       △75 △75

連結子会社株式の取得に
よ る 持 分 の 増 減

     

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

     

連結会計年度中の変動額合計 － － 85,413 △75 85,338

平成23年３月31日　残高 679,750 717,750 4,463,496 △170,820 5,690,176

 

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

繰延ヘッジ損益
為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

平成22年３月31日　残高 △7,411 △9,548 － △16,959 91,909 5,679,788

連結会計年度中の変動額       

剰 余 金 の 配 当      △216,615

当 期 純 利 益      302,029

自 己 株 式 の 取 得      △75

連結子会社株式の取得に
よ る 持 分 の 増 減

　　 　　 　　 　　 △7,611 △7,611

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△34,125 4,032 5,309 △24,783 5,891 △18,892

連結会計年度中の変動額合計 △34,125 4,032 5,309 △24,783 △1,720 58,834

平成23年３月31日　残高 △41,537 △5,515 5,309 △41,743 90,189 5,738,623

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の数　　10社

　主要な連結子会社の名称

　株式会社イワタ

　株式会社ナガキタ

　株式会社タツミ

　株式会社キャディアン

　株式会社ヒラマツ

　株式会社ＳＮビルテック

　株式会社青森アトム　

　株式会社石島機材製作所

　ホリー株式会社

　ホリーコリア株式会社　

　上記のうち、当連結会計年度において新たに株式を取得したため、ホリー株式会社とそ

の100％子会社であるホリーコリア株式会社を連結の範囲に含めております。

②　主要な非連結子会社の名称等

　主要な非連結子会社の名称

　株式会社エコ・トライ

　（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼして

いないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項

①　持分法適用の関連会社数　　　－社

②　持分法を適用していない非連結子会社（株式会社エコ・トライ他２社）は、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であるため

持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

　その他有価証券

　時価のあるもの

　連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

　時価のないもの

　移動平均法による原価法



－ 23 －

ロ．たな卸資産

　商品

　主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）

　製品・仕掛品・原材料

　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）

　貯蔵品

　主として 終仕入原価法

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）

　当社及び国内連結子会社は定率法（ただし、賃貸資産及び平成10年４月１日以後取得

した建物（附属設備を除く）は定額法）を採用しております。また、在外連結子会社は

定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

賃貸資産 ３～８年

建物及び構築物 ７～24年

機械装置及び運搬具 ４～15年

　また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、３年で均等償却する方法

を採用しております。

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）

　当社及び連結子会社は、ソフトウェア（自社使用）について社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用しております。

ハ．リース資産

　当社及び連結子会社は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採

用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年

３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、当社及び国内連結子会社は、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上しております。なお、在外連結子会社については、個々

の債権の回収可能性を検討し計上しております。

ロ．賞与引当金

　当社及び連結子会社は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込

額の当連結会計年度負担額を計上しております。
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ハ．退職給付引当金

　当社は従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上しております。また、連結子会社については、簡便法を

採用しております。

　数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から処理

することとしております。

（追加情報）

　当社は、平成22年４月１日に適格退職年金制度から確定給付企業年金制度へ移行し、

「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用

しております。

　本移行による損益への影響はありません。

ニ．役員退職慰労引当金

　当社及び国内連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期

末要支給額を計上しております。

④　その他連結計算書類作成のための重要な事項

イ．繰延資産の処理方法

　社債発行費については、支出時に全額費用として処理しております。　

ロ. 重要なヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段…金利スワップ

　ヘッジ対象…借入金

　ヘッジ方針

　　金利リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

　ヘッジ有効性評価の方法

　　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間にかかるキャッシュ・フロー変動額の

累計を比較する方法によっております。ただし、特例処理によっている金利スワップ

については、有効性の評価を省略しております。

ハ．消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

ニ．デリバティブの評価基準及び評価方法

　時価法によっております。

ホ．外貨建資産・負債の本邦通過への換算基準　

　在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び

費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整

勘定に含めて計上しております。

ヘ．のれんの償却に関する事項

　のれんの償却については、20年以内の定額法により償却を行っております。
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(4) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち株式会社イワタ、株式会社ナガキタ及び株式会社タツミの事業年度末日

は３月20日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同事業年度末日現在の計算書類

を使用しております。ただし、３月21日から連結会計年度末日３月31日までの期間に発生し

た重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

　

２．会計方針の変更に関する注記

　資産除去債務に関する会計基準等の適用

　当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

21号　平成20年３月31日）を適用しております。

これにより、営業利益及び経常利益は2,541千円減少し、税金等調整前当期純利益は41,103

千円減少しております。

　　

３．表示方法の変更に関する注記

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において、「商品」「貯蔵品」として表示していたたな卸資産について、

当連結会計年度においてホリー株式会社とその100％子会社であるホリーコリア株式会社を連

結子会社とし、新たに「製品」「原材料」としてのたな卸資産が発生したため、当連結会計

年度では、「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」として表示しております。

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「匿名組

合投資利益」は重要性が増加したため、当連結会計年度では区分掲記することとしておりま

す。なお、前連結会計年度の営業外収益の「その他」に含まれる「匿名組合投資利益」は

10,787千円であります。
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４．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産     

　 建物及び構築物 189,788千円

　 土地 1,055,336千円

　 差入保証金 19,268千円

　 会員権 70千円

　 計 1,264,463千円

　上記物件について、短期借入金150,000千円、１年内返済予定の長期借入金416,400千円、

長期借入金636,500千円の担保に供しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 15,986,533千円

(3) 受取手形裏書譲渡高 123,201千円

(4）手形債権流動化に伴う買戻し義務額 229,847千円

　
５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株  式  数 ( 株 )

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株  式  数 ( 株 )

発 行 済 株 式     

　 普 通 株 式 11,156,000 － － 11,156,000

自 己 株 式     

　 普 通 株 式 325,202 222 － 325,424

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加222株は、単元未満株式の買取りによる増加でありま

す。

(2) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

（ 決 議 ）
株 式 の
種 類

配 当 金 の
総 額 ( 円 )

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

平成22年５月25日
取 締 役 会

普通株式 216,615,960 20 平成22年３月31日 平成22年６月15日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

るもの

（決議予定） 株式の種類
配 当 金 の
総 額 ( 円 )

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

平成23年
５月24日
取締役会

普通株式 216,611,520 利益剰余金 20 平成23年３月31日 平成23年６月15日

(3) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。
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６．金融商品に関する注記　

(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借

入により資金を調達しております。

　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っ

ております。また、投資有価証券は、主として株式であり、上場株式については四半期ごと

に時価の把握を行っております。

　借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、一部の長期

借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施して

おります。なお、デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に

従って行っております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。　

　
連結貸借対照表計上額

（千円）
時 価 （ 千 円 ） 差 額 （ 千 円 ）

①　現金及び預金 3,340,824 3,340,824 －

②　受取手形及び売掛金 4,892,003 4,892,003 －

③　投資有価証券             

　　　その他有価証券 496,933 496,933 －

④　支払手形及び買掛金 2,984,201 2,984,201 －

⑤　短期借入金 971,502 971,502 －

⑥　1年内償還予定の社債 1,026,400 1,039,513 13,113

⑦　1年内返済予定の長期借入金 4,152,101 4,229,147 77,046

⑧　社債 1,278,000 1,247,568 △30,431

⑨　長期借入金 9,862,394 9,857,443 △4,950

⑩　デリバティブ取引（*） (75,173) (75,173) －

（*）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味

の債務となる項目については（ ）で示しております。　

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項　

①現金及び預金、②受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該

帳簿価額によっております。　

③投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。　

④支払手形及び買掛金、⑤短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該

帳簿価額によっております。
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⑥１年内償還予定の社債、⑧社債

社債の時価は、一定の期間ごとに区分した当該社債の元利金の合計額を同様の社

債を発行した場合に適用されると考えられる利率で割り引いて算定する方法によっ

ております。

⑦１年内返済予定の長期借入金、⑨長期借入金

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、

当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似し

ていると考えられるため、当該帳簿価額によっております。

固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合

計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて算定する方法によっており

ます。

⑩デリバティブ取引

イ．ヘッジ会計が適用されていないもの

　区分…市場取引以外の取引

　デリバティブ取引の種類等…通貨オプション取引（売建・買建）

　　　　　　　　　　　　　　為替予約取引（買建）

　時価の算定方法…取引先金融機関から提示された価格によっております。　

ロ．ヘッジ会計が適用されているもの　

　ヘッジ会計の方法…原則的処理方法を採用しております。なお、特例処理の要

件を満たしている金利スワップについては、特例処理を採

用しております。　

　デリバティブ取引の種類等…金利スワップ取引（支払固定・受取変動）

　主なヘッジ対象…借入金　

　時価の算定方法…取引先金融機関から提示された価格によっております。金利

スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている

借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該

借入金の時価に含めて記載しております。

　　　２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　非上場株式（連結貸借対照表計上額33,983千円）は、市場価格がなく、かつ将来キ

ャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認

められるため、「③投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。

　

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 521円53銭

(2) １株当たり当期純利益金額 27円89銭
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８．重要な後発事象に関する注記

　当社の連結子会社である株式会社ナガキタは、平成23年４月１日付で民事再生手続中である

新建機材株式会社の事業を譲り受けました。

(1）事業譲受の目的

　新潟県及び関東地区の事業強化

(2）譲り受けた事業の内容

　建設用仮設機材のレンタル及び販売事業　

(3）譲り受けた資産・負債の額

流動資産 276,059千円

固定資産 273,964千円

流動負債 70,913千円

固定負債 41,551千円

　

９．貸出コミットメントに関する注記

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

貸出コミットメントの総額 1,500,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,500,000千円

　
10．企業結合等に関する注記

　取得による企業結合

(1）企業結合の概要

①被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　ホリー株式会社

事業の内容　　　　建設用仮設機材の製造・販売・レンタル、住宅用建材の製造・販売

②企業結合を行った主な理由

建設用仮設機材の開発・製造・レンタル・販売の一貫体制を確立し、顧客ニーズに合わ

せた安全基準の高い仮設機材をスピーディーに幅広く市場投入することが可能となり、

さらに、当社グループの安全基準が業界内でのディファクトスタンダードとして確立す

ることが早期に実現可能となり、将来のさらなる企業価値の向上に繋がるものと判断し

たためであります。

③企業結合日

平成22年９月28日

④企業結合の法的形式

株式取得

⑤結合後企業の名称

ホリー株式会社



－ 30 －

⑥取得した議決権比率

100％

⑦取得企業を決定するに至った主な根拠

エスアールジータカミヤ株式会社による現金を対価とする株式取得であること。

(2) 連結計算書類に含まれる被取得企業の業績の期間

平成22年10月1日から平成23年３月31日まで

(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 ホリー株式会社の普通株式 890,000千円

取得に直接要した費用 アドバイザリー費用等 49,500千円

取得原価  939,500千円

(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

①発生したのれんの金額

　　115,847千円

②発生原因

  　今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。

　③償却方法及び償却期間

　　５年間にわたる均等償却

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

　流動資産 3,243,198千円

　固定資産 1,894,143千円

　資産合計 5,137,342千円

　流動負債 2,709,925千円

　固定負債 1,603,763千円

　負債合計 4,313,689千円

(6) 企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連

結損益計算書に及ぼす影響の概算額

　売上高 2,707,760千円

　経常利益 41,110千円

　　なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。　
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貸　借　対　照　表
（平成23年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ）  （ 負 債 の 部 ）  
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

賃 貸 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

借 地 権

ソ フ ト ウ ェ ア

ソフトウェア仮勘定

リ ー ス 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

破 産 更 生 債 権 等

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

会 員 権

そ の 他

貸 倒 引 当 金

6,629,062

2,422,746

753,390

2,566,497

873,283

6,999

135,894

64,779

67,333

△261,863

18,120,003

14,307,201

10,118,239

505,527

561,528

24,966

8,119

137,566

2,652,376

294,735

4,140

700,319

395,858

30,736

269,220

4,503

3,112,482

394,904

1,993,886

4,204

73,370

118,274

64,484

300,751

75,926

187,771

△101,090

流 動 負 債 7,988,381
支 払 手 形 641,923
買 掛 金 903,330
短 期 借 入 金 500,000
１年内償還予定の社債 880,000
１年内返済予定の長期借入金 3,681,100
リ ー ス 債 務 57,929
未 払 金 641,039
未 払 費 用 108,506
未 払 法 人 税 等 206,472
未 払 消 費 税 等 52,049
預 り 金 25,992
賞 与 引 当 金 73,751
設 備 関 係 支 払 手 形 176,884
そ の 他 39,402

固 定 負 債 11,690,480
社 債 1,020,000
長 期 借 入 金 9,420,950
退 職 給 付 引 当 金 171,663
役員退職慰労引当金 156,700
長 期 未 払 金 517,280
リ ー ス 債 務 252,282
資 産 除 去 債 務 12,146
負 の の れ ん 3,116
そ の 他 136,341

負 債 合 計 19,678,861
（ 純 資 産 の 部 ）  
株 主 資 本 5,109,704
資 本 金 679,750
資 本 剰 余 金 717,750
資 本 準 備 金 717,750
利 益 剰 余 金 3,883,024
利 益 準 備 金 76,812
そ の 他 利 益 剰 余 金 3,806,212
別 途 積 立 金 2,010,000
繰 越 利 益 剰 余 金 1,796,212

自 己 株 式 △170,820
評価・換算差額等 △39,500
その他有価証券評価差額金 △33,984
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △5,515
純 資 産 合 計 5,070,204

資 産 合 計 24,749,066 負 債 ・ 純 資 産 合 計 24,749,066

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

( 平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで )

 （単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高         

賃 貸 収 入 10,039,910     

商 品 売 上 高 2,744,609 12,784,519

売 上 原 価         

賃 貸 収 入 原 価 7,209,655     

商 品 売 上 原 価 1,046,176 8,255,831

売 上 総 利 益     4,528,688

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     3,909,882

営 業 利 益     618,805

営 業 外 収 益         

受 取 利 息 2,161     

受 取 配 当 金 65,349     

受 取 賃 貸 料 61,530     

負 の の れ ん 償 却 額 194     

賃 貸 資 産 受 入 益 50,069     

ス ク ラ ッ プ 売 却 収 入 41,579     

雑 収 入 59,882 280,766

営 業 外 費 用         

支 払 利 息 205,428     

社 債 利 息 25,174     

支 払 手 数 料 53,525     

社 債 発 行 費 26,079     

雑 損 失 42,690 352,898

経 常 利 益     546,674

特 別 損 失   

固 定 資 産 除 却 損 2,676     

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 36,686     

災 害 に よ る 損 失 12,300 51,663

税 引 前 当 期 純 利 益     495,010

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税     208,425

法 人 税 等 調 整 額     6,129

法 人 税 等 合 計     214,554

当 期 純 利 益     280,456

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで）

（単位：千円）

 

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計

資本準備金
資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

平成22年３月31日　残高 679,750 717,750 717,750 76,812 2,010,000 1,732,372 3,819,184 △170,744 5,045,939

事業年度中の変動額          

剰余金の配当      △216,615 △216,615  △216,615

当 期 純 利 益      280,456 280,456  280,456

自己株式の取得        △75 △75

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

         

事業年度中の変動額合計 － － － － － 63,840 63,840 △75 63,764

平成23年３月31日　残高 679,750 717,750 717,750 76,812 2,010,000 1,796,212 3,883,024 △170,820 5,109,704

 

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
その他有価証券評価差額金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

平成22年３月31日　残高 △5,948 △9,548 △15,497 5,030,442

事業年度中の変動額     

剰余金の配当    △216,615

当 期 純 利 益    280,456

自己株式の取得    △75

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

△28,035 4,032 △24,003 △24,003

事業年度中の変動額合計 △28,035 4,032 △24,003 39,761

平成23年３月31日　残高 △33,984 △5,515 △39,500 5,070,204

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

イ．子会社及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

ロ．その他有価証券

　時価のあるもの

　事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

　時価のないもの

　移動平均法による原価法

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法

イ．商品

　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）

ロ．貯蔵品

　 終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。

　ただし、賃貸資産及び平成10年４月１日以後取得した建物（附属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

賃貸資産 ３～８年

建物及び構築物 ７～24年

機械装置及び器具備品 ４～15年

　また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、３年で均等償却する方法を

採用しております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）

　ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。

③　リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３

月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。
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(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度の負担額を

計上しております。

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。

　数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から処理すること

としております。

（追加情報）

　当社は、平成22年４月１日に適格退職年金制度から確定給付企業年金制度へ移行し、「退

職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用してお

ります。

　本移行による損益への影響はありません。

④　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

①　繰延資産の処理方法

　社債発行費については、支出時に全額費用として処理しております。　

②　重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段…金利スワップ

　ヘッジ対象…借入金

ハ．ヘッジ方針

　金利リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間にかかるキャッシュ・フロー変動額の累

計を比較する方法によっております。

③　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

④　デリバティブの評価基準及び評価方法

　時価法によっております。
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２．会計方針の変更に関する注記

　資産除去債務に関する会計基準等の適用

　当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。

これにより、営業利益及び経常利益は2,378千円減少し、税引前当期純利益は39,065千円減

少しております。

　

３．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 14,609,115千円

(2) 手形債権流動化に伴う買戻し義務額 172,852千円

(3) 関係会社に対する金銭債権・金銭債務     

　　短期金銭債権 320,997千円

　　短期金銭債務 293,561千円

　

４．損益計算書に関する注記

　関係会社との取引     

　　営業取引による取引高の総額 1,648,035千円

　　営業取引以外の取引による取引高の総額 10,224千円

　

５．株主資本等変動計算書に関する注記

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前 事 業 年 度 末
株  式  数 (株 )

当 事 業 年 度
増加株式数(株)

当 事 業 年 度
減少株式数(株)

当 事 業 年 度 末
株  式  数 (株 )

普 通 株 式 325,202 222 － 325,424

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加222株は、単元未満株式の買取りによる増加でありま

す。
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６．税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 （単位：千円）

貸倒引当金 41,327

投資有価証券評価損 80,598

未払事業税 16,656

賞与引当金 30,016

退職給付引当金 56,927

役員退職慰労引当金 63,776

減価償却超過額 8,607

繰延ヘッジ損益 3,785

その他 58,028

繰延税金資産小計 359,724

評価性引当額 △193,390

繰延税金資産合計 166,333

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額金 △5,845

その他 △31,223

繰延税金負債合計 △37,068

繰延税金資産の純額 129,264

　繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 64,779

固定資産－繰延税金資産 64,484

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、

当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

　 （単位：％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.5

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △4.8

評価性引当額 △0.7

住民税均等割 4.9

その他 △0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.3
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７．リースにより使用する固定資産に関する注記

　貸借対照表に計上した固定資産のほか、機械及び装置、車両運搬具等の一部については、所

有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年３月

31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

り、その内容は次のとおりであります。

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末

残高相当額

 
取 得 価 額 相 当 額

（千  円）
減価償却累計額相当額

（千  円）
期 末 残 高 相 当 額

（千  円）

機 械 及 び 装 置 46,354 39,424 6,929

車 両 運 搬 具 34,074 26,418 7,655

合 計 80,428 65,842 14,585

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算出しております。

②　未経過リース料期末残高相当額等

　未経過リース料期末残高相当額

１年内 11,655千円

１年超 2,929千円

合計 14,585千円

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算出しており

ます。

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 20,678千円

減価償却費相当額 20,678千円

④　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。
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８．関連当事者との取引に関する注記

　子会社及び関連会社等

種 類 会社等の名称

議 決 権 等
の 所 有
( 被 所 有 )
割 合 （ ％ ）

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)

子会社
㈱石島機材
製作所

 所有
　直接

100.0
役員の兼任

当社の銀行借入金に
対する建物・土地の
担保提供 

628,400  － －

　役員及び個人主要株主等

種 類
会社等の名称
ま た は 氏 名

議 決 権 等
の 所 有
( 被 所 有 )
割 合 ( ％ ）

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)

個 人
主 要 株 主

髙宮東実
（注）２

(被所有)
直接

13.9

名 誉 会 長
業務の委嘱
（注）２

名誉会長業務の委嘱
（注）２

24,000 － －

（注) １．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．当社の主要株主髙宮東実は、平成18年４月１日付で取締役を退任し、名誉会長に就任

いたしました。報酬額については、委嘱する業務の内容等を勘案し、取締役会にて協

議の上決定しております。　

　

９．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 468円14銭

(2) １株当たり当期純利益金額 25円89銭

　

10．貸出コミットメントに関する注記

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

貸出コミットメントの総額 1,500,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,500,000千円
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連結計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成23年５月20日 

 エスアールジータカミヤ株式会社  

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 早 川 芳 夫 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 平 岡 義 則 
 

 　

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、エスアールジータカ
ミヤ株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の
連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表について監査を行った。この連結計算書類の作成責
任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する
意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準
拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽
の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査
を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検
討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための
合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、エスアールジータカミヤ株式会社及び連
結子会社から成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　
追記情報
　重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社の連結子会社で
ある株式会社ナガキタは、平成23年４月１日付で民事再生手続中である新建機
材株式会社の事業を譲り受けている。
　
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成23年５月20日 

 エスアールジータカミヤ株式会社  

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 早 川 芳 夫 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 平 岡 義 則 
 

 　

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、エスアールジ

ータカミヤ株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第43期事

業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算

書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類

及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細

書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。

監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方

法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及

びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の

結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附

属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に

表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

 監　査　報　告　書  

 　当監査役会は、平成22年４月1日から平成23年３月31日までの第43期事業年
度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、
審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
　　
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実
施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査規程に準拠し、監査の方針、
職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を
図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その
他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、
本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保する
ために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める
体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されて
いる体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構
築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、
意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役
等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告
を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びそ
の附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し
ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平
成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係
る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注
記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いた
しました。
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 ２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。
二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。
三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及
び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ
ると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ
ると認めます。
　

 

 平成23年５月24日  

 エスアールジータカミヤ株式会社　監査役会  

 

常勤監査役 山 口 一 昌 

社外監査役 梶 川 強 士 

社外監査役 酒 谷 佳 弘 

 

以　上
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株主総会参考書類
　
議案及び参考事項

　第１号議案　定款一部変更の件

　１．提案の理由

　当社事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の

多様化に対応するため、現行定款第２条につきまして事業目的を追加する

ものであります。

　２．変更の内容

　変更の内容は次のとおりであります。

　（下線部分は変更箇所を示しております。）

現行定款 変更案

２．目的
当会社は、次の事業を営むことを目的とす
る。
① 建築、土木用仮設機材および機械のリー

ス・レンタルならびに開発、製造、販売
および修理

② 建築、土木用仮設機材のメンテナンス装
置の製造、販売、修理および輸出入業

　
③ 建築工事および土木工事の企画、設計、

監理、請負、技術指導
　
④ リフォームの工事およびコンサルタント

業
⑤ 建築物および外壁デザインのコンサルタ

ント業および製図設計業
⑥～⑯　　 （条文省略）
⑰ 屋根建材の輸入、輸出、販売、リース・

レンタルおよび据付設置
⑱ 屋根建材の施工業務ならびに設計業務に

伴う人材派遣業
⑲ 屋根建材の技術指導、設計、構造・施工

図面の作成
　
⑳ 屋根建材の施工管理およびメンテナンス

（新　　設）
　　
　
　　

２．目的
当会社は、次の事業を営むことを目的とす
る。
① 建築、土木用仮設機材および機械の開

発、製造、販売、リース、レンタル、修
理および輸出入

② 建築、土木用仮設機材のメンテナンス装
置の開発、製造、販売、リース、レンタ
ル、修理および輸出入

③ 建築工事、土木工事およびとび・土工工
事の企画、設計、施工、監理、請負およ
び技術指導

④ リフォーム工事業およびコンサルタント
業

⑤ 建築物および外壁デザインコンサルタン
ト業および製図設計業

⑥～⑯　　（現行どおり）
⑰ 建築資材の開発、製造、販売、リース、

レンタル、修理および輸出入
⑱ 屋根工事の設計および施工業務に伴う人

材派遣業
⑲ 屋根工事の設計、構造・施工図面の作成

ならびに施工指導、施工管理およびメン
テナンス

（削　　除）　

⑳ 太陽エネルギーを利用した発電機器およ
びそのシステムの研究、企画、開発、設
計、製造、販売、リース、レンタル、施
工、保守、管理および輸出入　
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現行定款 変更案

（新　　設）
　

　　
 不動産の賃貸

 産業廃棄物の焼却炉の製造、販売、リー
ス、レンタル　

 パーソナルコンピュータおよびゲーム機
等ならびにその周辺機器の製造販売・中
古売買

 音楽・映像・通信等のソフトウエアおよ
びその周辺機器に関する製作販売・中古
売買・輸出入業

 労働者派遣事業およびパソコン操作の教
育指導

 商品券、テレホンカード・鉄道周遊券、
バス・タクシー・汽船等の乗車乗船券、
映画・演劇・コンサートの座席券等の委
託販売

 有価証券の売買
　
 日用品雑貨・家庭電気製品・釣具および

スポーツ用品等のリース・レンタル・販
売・修理・中古売買

 自動車・陸上運搬車輌のリース・レンタ
ル・販売・修理・中古売買

 ソフトウエアの企画、開発、賃貸および
販売に関する事業

 レストランの経営ならびに食料品の販売
 経営コンサルタント業
 コンピュータのインターネットによる情

報提供サービス業　
 前各号に付帯関連する一切の事業
　

 防災関連設備および商品の研究、企画、
開発、設計、製造、販売、リース、レン
タル、施工、保守、管理および輸出入

 不動産賃貸業　
（削　　除）

　
 パーソナルコンピュータ、ゲーム機器お

よびその周辺機器等の製造、販売および
中古売買ならびにその操作指導、教育

 コンピュータ、音楽、映像、通信等のソ
フトウエアおよびその周辺機器等の製
作、販売、中古売買および輸出入

 労働者派遣事業
　
 商品券、鉄道周遊券、バス、タクシーお

よび汽船等の乗車乗船券ならびに映画、
演劇およびコンサートの座席券等の委託
販売

 株式、社債等有価証券および不動産の取
得、保有、売却

 日用品雑貨、家庭電気製品、釣具および
スポーツ用品等の販売、リース、レンタ
ル、修理および中古売買

 自動車、陸上運搬車輌等の販売、リー
ス、レンタル、修理および中古売買

（削　　除）
　
 レストラン業ならびに食料品販売業　
 経営コンサルタント業
 インターネットによる情報提供サービス

業

 前各号に付帯関連する一切の事業　
　



－ 46 －

第２号議案　取締役５名選任の件

　取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、

取締役５名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所有する当
社の株式数

１
た か み や か ず ま さ

髙 宮 一 雅
(昭和41年８月18日生)

平成４年３月　当社入社

平成７年11月　当社取締役ビルドテクノレンタル

事業部長

平成９年６月　当社常務取締役ビルドテクノレン

タル事業本部長

平成12年６月　当社取締役副社長

平成13年１月　当社代表取締役副社長

平成14年６月　当社代表取締役社長（現任）

平成16年10月　㈱ヒラマツ取締役（現任）

平成17年２月　㈱ＳＮビルテック取締役（現任）

平成17年６月　当社社長執行役員

平成19年３月　㈱キャディアン代表取締役（現任)

平成20年10月　㈱青森アトム取締役（現任）

平成21年８月　㈱石島機材製作所取締役（現任）

平成22年10月　ホリー㈱取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社キャディアン代表取締役

1,053,568株

２
た か み や あ き よ し

髙 宮 章 好
(昭和44年２月７日生)

平成７年３月　当社入社

平成９年６月　当社取締役スタンバイマルチメデ

ィア事業部リテイル営業部長

平成10年４月　当社取締役辞任

平成12年６月　当社取締役管理部門統括部長

平成13年６月　当社常務取締役財務部長・管理部

門統括

平成14年６月　当社取締役副社長兼財務部長・管

理部門統括

平成17年６月　当社副社長執行役員管理部門統括

平成18年４月　当社代表取締役副社長（現任）

513,596株

３
あ

安
べ

部 　
つとむ

努
(昭和41年９月27日生)

平成３年４月　当社入社

平成17年６月　当社執行役員営業本部営業第二部

長

平成17年12月　当社執行役員営業第二部長

平成20年10月　㈱青森アトム代表取締役（現任）

平成21年12月　㈱タツミ取締役(現任)　

平成22年２月　当社執行役員営業本部長（現任）

平成22年６月　当社取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

㈱青森アトム代表取締役　

26,060株
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候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所有する当
社の株式数

※
４

や す だ ひ で き

安 田 秀 樹
(昭和42年８月２日生)

平成２年４月　当社入社

平成20年４月　当社執行役員経理部長

平成22年２月　当社執行役員経営企画室長（現任)

平成22年10月　ホリー㈱監査役（現任）

平成23年４月　㈱新建ナガキタ監査役（現任）

平成23年５月　㈱イワタ監査役（現任）

平成23年５月　㈱タツミ監査役（現任）

平成23年５月　㈱ヒラマツ監査役（現任）

9,500株

５
し も か わ こ う じ

下 川 浩 司
(昭和37年３月29日生)

昭和60年４月　㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入

行

平成４年３月　同行退社

平成８年８月　下川会計事務所開業

平成14年２月　㈲下川会計事務所代表取締役

　　　　　　　（現任）

平成14年６月　当社監査役

平成17年６月　当社取締役（現任）

平成17年12月　㈱グローバル・コーポレート・コ

ンサルティング代表取締役（現任)

平成19年４月　㈱グローバル・ヒューマン・コミ

ュニケーションズ代表取締役

　　　　　　　（現任）

（重要な兼職の状況）

㈲下川会計事務所代表取締役

㈱グローバル・コーポレート・コンサルティング

代表取締役

㈱グローバル・ヒューマン・コミュニケーション

ズ代表取締役

22,740株

（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。

２．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

３．取締役候補者のうち下川浩司氏は、社外取締役候補者であります。

４．下川浩司氏を社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。

同氏は、税理士の資格を有しており、経営会計業務に長年にわたって携わられた知識・

経験を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いする

ものであります。なお、当社は下川浩司氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく

独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

５．下川浩司氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間

は、本株主総会終結の時をもって６年となります。

６．当社は、下川浩司氏との間で、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の

賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、

会社法第425条第１項に定める 低責任限度額としており、下川浩司氏の再任が承認さ

れた場合、同氏との間の当該契約を継続する予定であります。
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第３号議案　監査役１名選任の件

　監査役山口一昌氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役

１名の選任をお願いするものであります。なお、選任されます監査役の任期

は、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。

　本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

きそい

競 　
りょう

良
いち

一

(昭和26年7月1日生)

昭和50年４月　㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行

平成15年８月　上野製薬㈱取締役財務部長

平成15年11月　同社常務取締役

平成16年１月　㈱みずほ銀行退社

平成18年８月　上野製薬㈱常務取締役退任

平成18年10月　当社入社、常務執行役員総務担当

平成19年６月　当社取締役（現任）

平成20年４月　当社常務執行役員総務・経理担当（現任）

平成20年10月　㈱青森アトム取締役

平成23年５月　㈱キャディアン監査役（現任）

平成23年５月　㈱ＳＮビルテック監査役（現任）

平成23年５月　㈱青森アトム監査役（現任）

平成23年５月　㈱石島機材製作所監査役（現任）　

　6,500株

（注）１．新任の監査役候補者であります。

２．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。　
　

　第４号議案　退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職

慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

取締役競　良一氏は、本総会終結の時をもって退任されますので、在任中

の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を

贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役

会にご一任願いたいと存じます。

また、監査役山口一昌氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、

在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労

金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等についてはそ

の具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役在任期間分については取締役

会に、監査役在任期間分については監査役の協議によることにご一任願いた

いと存じます。
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退任取締役及び退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 　 　 歴

競 　 良 一 平成19年６月　当社取締役（現在に至る）

山 口 一 昌
平成９年６月　当社取締役

平成13年６月　当社常勤監査役（現在に至る）

また、当社は、役員報酬体系の見直しの一環として役員退職慰労金制度を

本総会終結の時をもって廃止することを平成23年５月24日開催の取締役会に

おいて決議いたしました。

これに伴い、第２号議案をご承認いただいた場合に重任される取締役髙宮

一雅氏、髙宮章好氏、安部　努氏、下川浩司氏の４氏及び現任の監査役梶川

強士氏、酒谷佳弘氏の両氏に対して、本総会終結の時までの在任期間に対応

する退職慰労金を当社所定の基準に従い相当額の範囲内において打切り支給

することとし、贈呈の時期は各氏の退任時としたうえで、その具体的な金額、

方法等は、取締役につきましては取締役会に、監査役につきましては監査役

の協議にご一任願いたいと存じます。

退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給予定の取締役及び監査役の略歴は、

次のとおりであります。

氏 名 略 歴

髙 宮 一 雅

平成７年11月　当社取締役

平成９年６月　当社常務取締役

平成12年６月　当社取締役副社長

平成13年１月　当社代表取締役副社長

平成14年６月　当社代表取締役社長（現在に至る）

髙 宮 章 好

平成12年６月　当社取締役

平成13年６月　当社常務取締役

平成14年６月　当社取締役副社長

平成18年４月　当社代表取締役副社長（現在に至る）

安 部 　 努 平成22年６月　当社取締役（現在に至る）

下 川 浩 司
平成14年６月　当社社外監査役

平成17年６月　当社社外取締役（現在に至る）

梶 川 強 士 平成14年６月　当社社外監査役（現在に至る）

酒 谷 佳 弘 平成17年６月　当社社外監査役（現在に至る）

　



－ 50 －

　第５号議案　取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

当社の取締役の報酬額は、平成９年６月27日開催の第29回定時株主総会に

おいて年額250,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は

含まない｡）とする旨ご承認いただき今日に至っておりますが、当該取締役の

報酬額とは別枠で、当社取締役（社外取締役を除く）に対する報酬として年

額150,000千円以内の範囲でストック・オプションとして新株予約権を発行す

ることにつきご承認をお願いするものであります。

ストック・オプションとしての報酬額は、新株予約権の割当日において算

定した新株予約権１個あたりの公正価額に、割り当てる新株予約権の総数を

乗じて得た額となります。なお、現在の取締役の員数は５名でありますが、

第２号議案「取締役５名選任の件」が原案どおり可決されますと５名（社外

取締役１名を含む）となります。

また、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人部分給与は含まな

いものとし、取締役への支給時期及び配分については取締役会にご一任願い

たいと存じます。

取締役に報酬として新株予約権を割り当てる理由並びにその新株予約権の

内容は、次のとおりであります。

１．取締役に対し新株予約権を発行する理由

当社の取締役に業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高め

るためのインセンティブを与えることを目的とし、職務執行の対価として、

ストック・オプションとして新株予約権を発行するものであります。

２．新株予約権の内容

（１）新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式500,000株を各事業年度に係る定時株主総会の日から１年
以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受ける
ことができる株式数の上限といたします。
なお、当社が合併、会社分割、株式無償割当、株式分割又は株式

併合等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場
合は、当社は必要と認める調整を行うものといたします。

（２）新株予約権の数

5,000個を各事業年度に係る定時株主総会の日から１年以内の日に
発行する新株予約権の上限といたします。なお、新株予約権１個当
たりの目的となる株式数（以下「付与株式数」という）は100株とい
たします。ただし（１）に定める株式の数の調整を行った場合は、
付与株式数についても同様の調整を行うものといたします。

（３）その他新株予約権の内容

新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集
事項等を決定する当社取締役会において定めることといたします。

以　上
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株主総会会場ご案内図
　

会　　場／大阪市北区茶屋町19番19号

ホテル阪急インターナショナル

６階　「瑞鳥の間」

交通機関／地下鉄　御堂筋線　中津駅下車　徒歩約３分

ＪＲ大阪駅　下車　徒歩約10分

阪急梅田駅茶屋町口　下車　徒歩約３分　
　

地下鉄御堂筋線
中津駅

阪急電車

ラマダホテル大阪

関空リムジンバス
のりば

新阪急ホテル
アネックス

新阪急ホテル

空港バスターミナル

JR大阪駅
地下鉄御堂筋線
梅田駅

阪急百貨店

HEPナビオ

阪急イングス

新
御
堂
筋茶

屋
町
口

　
阪
急
梅
田
駅

毎日放送

梅田芸術劇場
シアター

ドラマシティー

LOFT

PIAS
タワー

ホテル阪急
インターナショナル


